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上下水道の使用開始

中止の届け出はお早めに

次のようなときは、事前に役場建設課上下水道室

まで届け出ください。

・ 転入、転出、転居のとき

・ １ヶ月以上、上下水道を使用しないとき

・ 上下水道の使用者が変わるとき

・ 上下水道の用途が変わるとき（家事用から業務用への変更等）

・ 上下水道を再び使用するとき

・ 家を取り壊して上下水道を廃止するとき

令和2年度

水質検査計画について

令和２年３月３１日から下記区域が共用開始されます。

1.お住まいの場所が下水道整備され共用開始されている地域か確認

公共桝が設置されていれば下水道が整備されています。

下水道への切替は3年以内にすみやかに接続していただくことになります。

ご不明な点があればお問合せ下さい。

2.指定工事店に工事を依頼

下水道への切替工事ができるのは、指定工事店のみとなっています。

※工事費用は自己負担となっております。

※指定工事店についてはお問合せ下さい。

3.下水道使用スタート

補助金が交付されます

水道の水質基準改定(平成16年4月1日施行)に伴う水道法施行規則改定に基づき

水質検査計画を策定しましたので、需用者である町民の皆様にご報告します。

水質検査計画については、役場内または足寄町ホームページ内で閲覧できます。


